
○
法
務
省
令
第

号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
出

入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
七
年

月

日

法
務
大
臣

鈴
木

馨
祐

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規



定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ

れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
る
。

改

正

後

改

正

前

活
動

基
準

活
動

基
準

［
略
］

［
同
上
］

法
別
表
第

申
請
人
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
る
こ
と

法
別
表
第

申
請
人
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
る
こ
と

一
の
二
の

。

一
の
二
の

。

表
の
経
営

一

申
請
に
係
る
事
業
を
営
む
た
め
の
事
業
所
が

表
の
経
営

一

申
請
に
係
る
事
業
を
営
む
た
め
の
事
業
所
が

・
管
理
の

本
邦
に
存
在
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
事
業

・
管
理
の

本
邦
に
存
在
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
事
業

項
の
下
欄

が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

項
の
下
欄

が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当



に
掲
げ
る

該
事
業
を
営
む
た
め
の
事
業
所
と
し
て
使
用
す

に
掲
げ
る

該
事
業
を
営
む
た
め
の
事
業
所
と
し
て
使
用
す

活
動

る
施
設
が
本
邦
に
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

活
動

る
施
設
が
本
邦
に
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

申
請
に
係
る
事
業
の
規
模
が
次
の
い
ず
れ
に

二

申
請
に
係
る
事
業
の
規
模
が
次
の
い
ず
れ
か

も
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

イ

そ
の
経
営
又
は
管
理
に
従
事
す
る
者
以
外

イ

そ
の
経
営
又
は
管
理
に
従
事
す
る
者
以
外

に
本
邦
に
居
住
す
る
常
勤
の
職
員
（
法
別
表

に
本
邦
に
居
住
す
る
二
人
以
上
の
常
勤
の
職

第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す

員
（
法
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も

る
者
を
除
く
。
）
が
従
事
し
て
営
ま
れ
る
も

っ
て
在
留
す
る
者
を
除
く
。
）
が
従
事
し
て

の
で
あ
る
こ
と
。

営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
千
万

ロ

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
百
万

円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ハ

イ
又
は
ロ
に
準
ず
る
規
模
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。



三

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

［
号
を
加
え
る
。
］

イ

経
営
管
理
に
関
す
る
分
野
又
は
申
請
に
係

る
事
業
の
業
務
に
必
要
な
技
術
又
は
知
識
に

係
る
分
野
に
お
い
て
博
士
の
学
位
、
修
士
の

学
位
又
は
専
門
職
学
位
（
学
位
規
則
（
昭
和

二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）
第
五
条
の
二

に
規
定
す
る
専
門
職
学
位
を
い
い
、
外
国
に

お
い
て
授
与
さ
れ
た
こ
れ
に
相
当
す
る
学
位

を
含
む
。
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

事
業
の
経
営
又
は
管
理
に
つ
い
て
三
年
以

上
の
経
験
（
特
定
活
動
の
在
留
資
格
（
法
第

七
条
第
一
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
活
動

の
う
ち
本
邦
に
お
い
て
貿
易
そ
の
他
の
事
業



の
経
営
を
開
始
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
所

の
確
保
そ
の
他
の
準
備
行
為
を
行
う
活
動
を

含
む
活
動
を
指
定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
し
て
い
た
期
間
が
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
期
間
を
含
む
。
）
を
有

し
て
い
る
こ
と
。

四

申
請
人
が
事
業
の
管
理
に
従
事
し
よ
う
と
す

三

申
請
人
が
事
業
の
管
理
に
従
事
し
よ
う
と
す

る
場
合
は
、
日
本
人
が
従
事
す
る
場
合
に
受
け

る
場
合
は
、
事
業
の
経
営
又
は
管
理
に
つ
い
て

る
報
酬
と
同
等
額
以
上
の
報
酬
を
受
け
る
こ
と

三
年
以
上
の
経
験
（
大
学
院
に
お
い
て
経
営
又

。

は
管
理
に
係
る
科
目
を
専
攻
し
た
期
間
を
含
む

。
）
を
有
し
、
か
つ
、
日
本
人
が
従
事
す
る
場

合
に
受
け
る
報
酬
と
同
等
額
以
上
の
報
酬
を
受

け
る
こ
と
。



［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。


